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 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 公告の⽇ 

平成 30 年 4 月 26 日（木） 

 

 公告の⽅法 

 日刊新聞紙による公告（別紙 1 参照） 

下記日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

・読売新聞 平成 30 年 4 月 26 日（木）付（朝刊：29 面） 

 

 自治体広報紙によるお知らせ（別紙 2 参照） 

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

・広報あじがさわ 2018 年 5 月号（P9）（平成 30 年 4 月 26 日（木）発行） 

 

 インターネットによるお知らせ（別紙 3,4 参照） 

平成 30 年 4 月 26 日（木）から、下記ウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・株式会社 石油輸送リース森山のウェブサイト（別紙 3 参照） 

http://www.moriyama-d.jp/publics/index/19 

 

また、自治体（青森県）のウェブサイトに、準備書の手続状況が掲載されるとともに、

弊社ウェブサイトへのリンクがなされた。 

・青森県のウェブサイト（別紙 4 参照） 

http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/asess_otakayama_windfarm.html 

 

 縦覧場所 

 関係自治体庁舎での縦覧 

関係自治体庁舎の 1 箇所において縦覧を行った。 

・鰺ヶ沢町役場 政策推進課 

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町 209 番地 2 

 

 インターネットの利用による縦覧（別紙 3 参照） 

インターネットの利用により縦覧を行った。 

・株式会社 石油輸送リース森山のウェブサイト 

http://www.moriyama-d.jp/publics/index/19 

 

 縦覧期間 

 関係自治体庁舎での縦覧 

縦覧期間：平成 30 年 4 月 26 日（木）から平成 30 年 5 月 25 日（金）まで 

午前 8 時 30 分から午後 5 時まで（土・日・祝日を除く） 
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 インターネットの利用による縦覧 

縦覧期間：平成 30 年 4 月 26 日（木）から平成 30 年 5 月 25 日（金）まで 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な

状態とした。 

 

 縦覧者数（縦覧者名簿記載者数） 

縦覧場所における縦覧者数は 0 件であった。 

 

2. 環境影響評価準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項

を周知するための説明会を開催した。 

 

 公告の⽇及び公告⽅法 

説明会の開催公告は、環境影響評価準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った（別紙 1

～4 参照）。 

 

 開催⽇時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

開催日時 開催場所 来場者数 

平成 30 年 5 月 19 日（土）

午後 2 時 30 分～4 時 30 分

鰺ヶ沢町 中央公民館 
（青森県西津軽郡鰺ヶ沢町

大字本町 209 番地 2） 
2 名 

 

3. 環境影響評価準備書についての意⾒の把握 

「環境影響評価法」第 18 条第 1 項の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有す

る者の意見書の提出を受け付けた。 

 

 意⾒書の提出期間 

平成 30 年 4 月 26 日（木）から平成 30 年 6 月 8 日（金）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

 意⾒書の提出⽅法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた（別紙 5 参照）。 

・縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

・株式会社 石油輸送リース森山への書面の郵送または FAX 

 

 意⾒書の提出状況 

提出された意見書の総数は 1 通であった。 



3 

 環境影響評価準備書について提出された環境保全の⾒地からの意⾒の概要

と事業者の⾒解 

「環境影響評価法」第 18 条第 1 項の規定に基づいて、意見書の提出により述べられた環

境保全の見地からの意見は 1 件であった。また、環境保全の見地以外からの意見は 1 件であ

った。 

「環境影響評価法」第 19 条及び「電気事業法」（昭和 39 年法律第 170 号）第 46 条の 12

の規定に基づく、準備書についての意見の概要及び当該意見に対する事業者の見解は、次の

とおりである。 

なお、提出された意見は、原文のまま記載した。 
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1. 動物 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

■P880「コウモリ類の出現回数の多い風速 3m/
s 以下では、（中略）フェーザー位置に固定

し、バットストライクを可能な限り低減する計

画とする」とある。フェザーリングを行うこと

は評価される。 
しかし、「コウモリ類の出現回数の多い風速

3m/s 以下」とあるが、P881～P882 をみる

と、30kHz 以下の音声を発する種について、B
d2 は 4.0～4.9m/s（夏季）が多い。 

また、30～50kHz の音声を発する種につい

ては、Bd1 は風速 3.0～3.9m/s（春季）、Bd2
は 4.0～4.9m/s（夏季）が多い。 

以上の結果から、「コウモリ類の出現回数の

多いのは、風速 5m/s 以下」ではないのか？ 
保全措置は安全側にとるべきである。「コウ

モリ類の出現回数の多い風速 5m/s 以下では、

（中略）フェーザー位置に固定し」としないの

か、根拠を述べること。また、春季から秋季に

ついては、日没後から日の出までのカットイン

風速を 5m/s 以上に設定すること。 

Bd.2 では、渡りを行う秋季も含め確認回数が

多く、有識者ヒアリングによれば、Bd.2 付近は

時期を問わず移動経路となっている可能性が高

いことから、バットストライクが生じる可能性

があると予測しており、事業計画上の配慮とし

て Bd.2 付近には風力発電機の設置を避ける計

画としています。 
Bd.1 では、風速 3m/s 以下での確認回数が多

く、有識者ヒアリングによれば、風が弱いときの

方がブレードにコウモリ類が当たっているとい

う事例もあるため、バットストライクが生じる

可能性があると予測しており、事業計画上の配

慮として、コウモリ類の出現回数の多い風速 3m
/s 以下では、風車は、羽根を風とほぼ平行にす

るフェザー位置に固定し、バットストライクを

可能な限り低減する計画としています。 
なお、現時点では予測に足りる既存の科学的

知見や類似事例が極めて少なく、定量的な予測

は困難、かつ不確実性を伴うことから、飛翔状況

や死骸探索による事後調査を実施し、事後調査

の結果により著しい影響が生じると判断された

場合には、専門家の指導や助言を得て、更なる効

果的な環境保全措置を検討し講じることとして

います。 

 

2. その他（環境の保全の⾒地以外からの意⾒） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

■意見は要約しないこと 
意見書の内容は、貴社側の判断で要約しない

こと。要約することで貴社の作為が入る恐れが

ある。 
事業者見解には、意見書を全文公開するこ

と。 
以上

頂いたご意見は、要約せずに全文を記載して

おります。 

 



日刊新聞紙による公告 

・読売新聞 平成 30 年 4 月 26 日（木）付（朝刊：29 面） 

5 
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自治体広報紙によるお知らせ 

・広報あじがさわ 2018 年 5 月号（P9）（平成 30 年 4 月 26 日（木）発行） 

6 
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インターネットによるお知らせ 

・株式会社 石油輸送リース森山のウェブサイト 

7 
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インターネットによるお知らせ 

・株式会社 石油輸送リース森山のウェブサイト 

8 

 

 

  



インターネットによるお知らせ 

・株式会社 石油輸送リース森山のウェブサイト 

9 

 

 

 



インターネットによるお知らせ 

・青森県のウェブサイト 

10 
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意見書の提出様式 

11 
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